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〈交通体系方針図〉
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３）公園・緑地の方針�

〈基本的な考え方〉

〈公園・緑地に関する方針〉
（１）身近な公園・緑地の整備

〇�市街地では、住区基幹公園※（街区公園※や近隣公園※など）を誘致距離やその需要などに配慮
しながら、適正に配置します。

〇�集落地においては、人口の集積状況や地域の広がりなどを考慮しながら、広場公園※などの整備
を図ります。

〇地域住民の意見や要望を聞きながら、街区公園などの身近な公園の整備を進めます。

（２）公園・緑地の機能の充実
〇町民の多様なニーズに対応した公園・緑地の機能充実を図ります。
〇�適切な維持・管理により安全性を確保し、誰もが快適に利用でき、ゆとりと潤いを感じることがで

きる環境づくりに努めます。
〇�関係機関などと連携し、湯河原町公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な施設の更新を図

ります。
〇�災害時に地域住民をはじめ、町民が安全に安心して避難できるよう防災施設の整備を進め、防

災機能の充実・強化を図ります。

（３）総合運動公園など大規模公園や観光資源である公園の活性化
〇�観光や大会など町外からの利用者も多い施設であることから、安全・安心な維持管理に努め

ます。
〇�集客の増加が重要な課題であることから、日ごろからの町民利用、関係団体への働きかけなどを

進めます。

●町民の暮らしに身近な公園の維持管理
●大規模公園や観光資源である公園などの活性化
●地域住民と連携した防災などの多面的活用

※住区基幹公園：徒歩圏内に居住する人々の日常的な利用を目的とした公園であり、街区公園、近隣公園、地区公園に分類される
※街区公園：都市公園の中でも最も小規模で、街区内の住民が日常的に利用することを目的とした公園
※近隣公園：主に近隣に居住する住民の利用を目的とした公園
※広場公園：主に人々が集まるための公共の場であり、特定の目的に利用されることが多い開けた公園
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〈公園・緑地方針図〉
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４）景観まちづくりの方針�

〈基本的な考え方〉

〈景観に関する方針〉
（１）特色ある景観構造の保全

〇�本町の有する海・山・川という大きな地形的特性から、湯河原駅を中心とする駅下や古くからの
温泉場、箱根外輪山に囲まれた奥湯河原、丘陵地の緑と吉浜海岸を有する吉浜・福浦など、そ
れぞれの個性を活かした景観づくりを進めます。

〇�市街地エリアでは、暮らしや産業などの町の基本的な活動を支え、安全・安心・快適な暮らしに
つながる景観形成を進めます。

〇�緑住エリアでは、市街地外縁に広がる自然環境と、そこに展開する暮らしの場が共生する景観形
成を進めます。

〇�自然環境保全エリアでは、広大に広がる豊かな自然環境を保全しながら、観光資源となる景観形
成を進めます。

（２）拠点と軸を中心とする景観的特徴の強化
〇�本町を代表する拠点においては、各拠点の持つ特性や個性を活かし、魅力を高めながら、特色

ある景観づくりを進めます。
〇�河川や幹線道路、拠点間を結ぶ軸においては、水や緑の連続性と広がりを持ち、街なかでの回

遊性などにつなげる景観づくりを進めます。

（３）歴史的資源や公共公益施設などの景観の形成
〇�町内に点在する歴史的・文化的資源の保全を図り、その魅力をさらに高めるため、周辺環境の

整備・修景化に努め、町の歴史や文化を伝える場としていきます。

●湯河原町景観計画に基づき、地域特性を踏まえた色彩や高さ制限などの規制・誘導
●温泉場地区を中心とした「景観まちづくり推進地区」におけるきめ細かな誘導
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〈景観まちづくり方針図〉
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５）その他の都市施設の方針�

５）－１　上下水道
〈基本的な考え方〉

〈上下水道に関する方針〉
（１）上水道施設の適正な管理

〇�湯河原町水道ビジョン・経営戦略に基づき、上水道施設の計画的な維持・管理や施設の更新を
進め、安全で良質な上水道の水の安定的供給と経営の効率化を図ります。

（２）下水道施設の計画的な整備・更新
〇�町民生活の快適性向上と公共水域の水質保全のため、湯河原町公共下水道事業を推進し、下

水道の早期完成に努めるとともに、地震対策が必要な道路については、耐震化を進めます。
〇老朽化した施設の計画的な改築・更新を順次進めます。

５）－２　公共公益施設及び遊休公有地の活用
〈基本的な考え方〉

〈公共公益施設に関する方針〉
（１）公共公益施設の長寿命化や再整備

〇�町内の公共公益施設としては、小中学校、役場庁舎、図書館、美術館、消防施設、体育館、福
祉会館などがあり、これらは老朽化が進み、施設の健全度にも問題が生じています。

〇�これらの将来的なあり方を踏まえた再整備が必要になっています。跡地利用や都市計画との整合
も含め、多面的に検討し計画的に進めます。

（２）遊休公有地の活用
〇�町内には、使用予定のない施設や土地があり、それらは民間事業者への売却処分・活用を予定

しており、単なる売却ではなく、民間事業者のノウハウなどを活かし、都市活力に貢献できる処分・
活用を進めます。

●�個々の公共公益施設のあり方を踏まえ、老朽化した施設の長寿命化や再整備
●遊休公有地について、民間活力による都市機能の集積など都市活力への貢献
●都市計画制度の活用などによる効果的整備の推進

●良好な生活環境保全に向け水洗化率100％を目指した下水道整備の推進
●老朽管の更新など計画的な老朽化対策
●河川、水路、海域などの水環境の向上
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（３）都市計画制度の活用などによる効率的な整備の推進
〇�公共公益施設の再整備では、現用途地域での規制や景観計画による高さ制限などがありますが、

都市活力への貢献や周辺環境に配慮した計画を誘導します。
〇�遊休公有地の活用にあたっては、本計画の土地利用計画を踏まえ、民間事業者による提案を都

市計画制度の活用につなげるなど多様な方法により、魅力ある事業になるよう取り組みます。

６）安全・安心なまちづくりの方針�

〈基本的な考え方〉

〈安全・安心なまちづくりに関する方針〉
（１）自然環境の保全と安全対策

〇�森林などの自然環境は、雨水の保水遊水機能を有し、河川水路などへの直接流下の抑制から水
害対策においても重要であり、引き続き適切な保全育成を行います。

〇�市街地との接続部などの傾斜地などは、土砂崩れの恐れもあるため、計画的な補強策など安全
対策を講じます。

（２）災害に強いまちづくりの推進
〇�発生が懸念される南海トラフ巨大地震※をはじめ、頻発する地震による津波や土砂災害などに対

し、地域防災計画や国土強靭化地域計画などに基づく、防災対策の強化を図ります。
〇�市街地内を流れる河川における河川改修などの整備や、近年の集中豪雨などに対する土石流対

策を促進します。
〇�大規模災害時の物資輸送や避難などのためには、周辺都市との連絡強化が不可欠です。現在

の本町は、海岸沿い及び箱根経由のルートであり、いずれも災害時の課題となっています。その
ため、ヘリコプターの輸送拠点である総合運動公園との連絡強化のルート確保や伊豆湘南道路
の早期整備に取り組みます。

●防災性に資する豊かな自然環境の保全と安全対策
●多層型の交通ネットワークの結成
●災害に対する都市施設の安全対策と町民行動
●生活被害への対応
●空き家の適正管理と活用

※南海トラフ巨大地震：�静岡県沖から宮崎県沖にかけて広がる海底の「南海トラフ」沿いで発生する、マグニチュード9クラスの超巨
大地震
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（３）地域コミュニティが支える防災活動圏の形成
〇�防災まちづくりに向けて、生活の広がりに応じた防災活動圏を段階的に設定し、町民と行政とが

適切に役割分担された防災システムの確立を推進します。

〈防災活動圏の形成〉

近隣レベル 地域レベル 町レベル

圏域の性格
住民が主体となって、最
低限の自立生活を営む
圏域

地域単位で自主防災活
動を支援する圏域

行政が主体となり、都市
全体の防災活動を展開
する圏域

対 応 す る
圏 域

各自治会、集落など程
度の圏域

小学校区や中学校区程
度の圏域 行政区域全域

災 害 時 の
活 動 の 場

近隣防災拠点
（公園・地域会館等）

地域防災拠点
（小・中学校等）

災害対策拠点
（役場庁舎等）

特 徴

身近な公園などを拠点と
して、自主防災拠点を中
心とした活動を展開する
エリア

地域防災拠点を拠点とし
て、自主防災組織の活
動を支えていくエリア

役場庁舎等を拠点として、
行政が主体となり、災害
対策の指示、情報の収集・
伝達を行うエリア

（４）防災性を踏まえた身近な生活空間の整備
〇�市街地内で建築物が密集し、災害時に延焼拡大などの被害が想定される地域については、建築

物の不燃化を誘導するとともに、オープンスペースの確保に努めます。
〇�ライフライン施設については、老朽部分の機能更新や耐震性に配慮した災害に強い施設整備を

進めるとともに、災害時の生活用水の確保に努めます。
〇�災害時における安全な避難路として幹線道路や主要な生活道路などを位置づけ、十分な幅員の

確保、沿道建築物の耐震化、消防水利の配置、危険なブロック塀などの排除を促進していきます。
〇�大規模な公園や小学校などについては、避難場所としての機能の充実を図ります。
〇�湯河原町空き家等対策推進計画※に基づき、空き家の適切な維持・管理や利活用を促進すると

ともに、空き家の解消に向けた取り組みを進めます。
〇�大規模停電の際、非常用電源の確保のため、電気自動車の活用、太陽光パネルによる発電の活

用が有効であり、そのためには蓄電池の設置が必要です。今後、避難所や復旧の拠点などでの
配置を検討します。

（５）有害鳥獣被害の対策
〇�鳥獣による被害を防ぐため、国、県などの補助事業を活用し、関係機関と連携を図りながら、対

策を推進します。また、ニホンザルの群れ（Ｔ１群）による生活被害は市街地にまで拡大してき
ており、生活の安全対策として取り組みが不可欠です。全頭捕獲を目指すとともに、加害個体の
捕獲など関係機関と連携して進めます。

※湯河原町空き家等対策推進計画：全国的に増加する空き家問題に対応するため、町が策定する総合的・計画的な取り組み方針
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※再生可能エネルギー：�太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなど、自然界に常に存在し、利用しても枯渇せず繰り返し使えるエ
ネルギー

7）環境にやさしいまちづくりの方針�

〈基本的な考え方〉

〈環境にやさしいまちづくりに関する方針〉
（１）豊かな生物多様の維持創出

〇�湯河原町の山林は、多様な動植物の活動の場となっています。これは長年、生活と自然が調和
する里山環境と人が立ち入らない奥山環境が適切に存在しているからです。最近は、人手不足
から里山が荒廃している場合もあり、市街地での動物の侵出も見受けられます。中長期的に、
里山と奥山の自然環境の健全な保全に努めていきます。

（２）再生可能エネルギーの創出
〇�太陽光発電の普及、河川や上下水道施設での小水力発電などを検討し、町内での再生可能エ

ネルギーの創出を拡大します。また、食品残差・剪定枝のバイオマス燃料としての活用など、町
内で発生した廃棄物のエネルギー化を進めます。

（３）環境に配慮した交通体系
〇�環境負荷の少ない交通体系として、電気自動車の普及、急速充電器の拡大に努めます。また、

観光客向け二次交通としてのレンタサイクルとともに、電動キックボードの普及などを推進します。
また、河川沿いや山林部での歩行者回遊ネットワークづくりを進めます。

●豊かな生物多様性に資する自然環境の保全
●再生可能エネルギー※の創出
●環境に配慮した交通体系
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奥湯河原・城山周辺
山間地域

幕山・星ヶ山周辺
山間地域

湯河原駅・温泉場周辺
市街地地域

吉浜・福浦周辺
市街地地域

第３章 地域別構想

１　地域の区分
地域別構想は、分野別の都市づくりの方針を踏まえ、地域ごとのまちづくりの方針を定めるもの

です。
地域別構想における地域区分は、地位的条件や土地利用、身近な生活圏である小学校区などの

地域特性を踏まえ、町内を次の４つの地域に区分します。

〈地域区分〉
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２　地域別構想

１）奥湯河原・城山周辺山間地域�

〈地域の将来像〉

〈地域づくりの方針〉
■ 拠点と軸、ネットワーク

〇�奥湯河原地区での観光機能の保全を促進するとともに、周辺の自然的環境との調和に配慮しな
がら、“湯けむりと笑顔あふれる四季彩のまち　湯河原”を継承する温泉情緒あふれるまちづくり
に努めます。

■ 土地利用
〇�富士箱根伊豆国立公園や保安林区域の緑地は、法規制を維持しながら、優れた自然環境の保全

を図ります。
〇�集落地は、法規制を維持しながら、生活基盤施設や農業基盤施設の整備に努めるとともに、農

地や樹林地などを適正に保全し、緑豊かな環境の中で、ゆとりある居住環境を有した住宅などが
立地する集落環境の維持・育成を図ります。

〇�計画的な住宅団地開発地は、生活基盤施設の質的向上に努めるとともに、土地の細分化※防止
や宅地内緑地の保全などを誘導し、良好な住環境の維持・育成を図ります。

■ 道路・交通
〇�防災上孤立しかねない本町としては、県道75号（湯河原箱根仙石原）（椿ライン）やアネスト

岩田ターンパイク箱根、湯河原パークウェイは、箱根経由で他都市と連絡する貴重な道路です。
山間部ルートゆえに、災害時通行の支障になる可能性があるため、日ごろからルート確保に配慮
します。また、元箱根と湯河原駅を結ぶ路線なども考えられるため、バス事業者とさらなるネット
ワーク拡大の協議を進めます。

〇�3.6.1湯河原箱根仙石原線とその延伸部（小梅橋～町道オレンジライン交差点）は、地域住民
や観光客の安全な歩行空間の形成、温泉場の独特の風情を活かした街並み形成に配慮しながら、
拡充整備や質的向上を促進します。

〇�集落地や既存住宅団地周辺は、地区集散道路や主要区画道路の整備を進めるとともに、無秩序
な宅地化を抑制するため、道路の段階構成を踏まえた区画道路の整備に努めます。

■ 公園・緑地
〇�もみじの郷やあじさいの郷は、地区の自然性を活かした個性的で魅力ある緑環境の整備、自然

や眺望を楽しむことができるハイキングコースの確保に努めます。

豊かな自然環境の中で、風情あふれる温泉街、豊かな自然環境の中で、風情あふれる温泉街、
ゆとりある暮らしの場や憩いの場が共存する地域ゆとりある暮らしの場や憩いの場が共存する地域

※土地の細分化：�一つの土地を複数の小さな区画に分けることを指し、細分化が進むとインフラ整備や防災対策が難しくなることが
ある
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■ 景観
〇�奥湯河原地区は、湯のまちとしての歴史を感じさせる街並みの保全・修復を促進しながら、温泉

情緒あふれる街並み空間の形成を図ります。
〇�富士箱根伊豆国立公園や県立奥湯河原自然公園の緑地は、貴重な景観資源であることから、斜

面緑地や尾根に広がる森林の保全・維持を図ります。
〇�住宅団地開発地は、土地の細分化防止や宅地内緑地の保全などを誘導し、良好な住宅地景観

の形成を図ります。
〇�集落地は、農地や樹林地などの適正な保全や、それらと調和する建築物の誘導など、緑あふれ

る集落地景観の保全・育成を図ります。

■ 都市施設
〇砂防指定地である千歳川の上流部における土石流防止などを促進します。
〇雨水排水施設は、既存施設の維持管理に努めます。
〇�汚水排水施設は、事業認可区域内の整備を推進するとともに、進捗状況に応じて、事業認可区

域の拡大に努めます。

■ 地域資源
〇�藤木川やアケジ沢、不動滝は、下水道整備の推進や自然浄化機能の維持・補強などによる水質

の保全・浄化に努めるとともに、生態系の維持などに配慮しながら、親水空間※の創出に努める
など、うるおいのある水辺空間の保全・活用を図ります。

※親水空間：都市環境において水と人々の交流を促進する空間
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〈地域まちづくり方針図〉
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２）湯河原駅・温泉場周辺市街地地域�

〈地域の将来像〉

〈地域づくりの方針〉
■ 拠点と軸、ネットワーク

〇�湯河原駅周辺は、湯河原町の玄関口としての立地特性を活かし、駅周辺に残存する低・未利用
地の活用を誘導しながら、町民だけではなく広域圏も対象とする中心商業業務地として、商業・
業務施設の集積化を促進します。また、“町の玄関・中心地の顔づくり”を図るなど、活力ある
都市中心拠点づくりを推進します。

〇�温泉場地区は、由緒ある温泉旅館の維持や老朽化した温泉旅館の近代化の促進など、観光機
能の保全・育成を誘導し、これまで培ってきた歴史的・文化的環境を活かしながら、“湯けむりの
まち”温泉場のイメージアップを図るなど、既存の温泉街を活用した魅力ある観光拠点づくりを
推進します。

〇�町道オレンジライン沿道地区は、道路交通上の機能を十分活かし、周辺環境と調和した緑に囲
まれた斜面地の景観づくりを誘導していきます。

〇�藤木川や千歳川沿岸部は、親水性に富んだ護岸や歩行空間の整備に努めるなど、地域のみどり
を結ぶネットワークづくりを図ります。

■ 土地利用
〇�3.6.1湯河原箱根仙石原線及びその延伸部沿道地区は、道路交通機能を踏まえ、商業・観光系

施設の集積化を促進するとともに、町や温泉場の玄関口としてふさわしい街並み景観を有する沿
道サービス地の形成を図ります。

〇�駅下地区は、商業・業務施設の集積促進と集合住宅などの都市型住宅の立地を適正に誘導し、
秩序をもって共存する市街地の形成を図ります。

〇�宮上地区は、立地特性から集合住宅や旅館の立地を適正に誘導し、都市型住宅と観光施設とが
調和して共存する市街地の形成を図ります。

〇�土地区画整理事業区域は、宅地内緑地の保全を促進するとともに、戸建てや集合住宅などの立
地を誘導し、既に形成されつつある良好な住環境を有する住宅市街地の維持・育成を図ります。

〇�JR東海道本線以北沿線部は、生活基盤施設の充実に努めるとともに、農地・樹林地などの適
正な保全と計画的な土地利用転換を誘導し、周辺の緑豊かな環境と調和した市街地の形成を図
ります。

町の顔となる歴史ある湯河原温泉街と町の顔となる歴史ある湯河原温泉街と
便利な暮らしの場が共存し、多様な交流が営まれる地域便利な暮らしの場が共存し、多様な交流が営まれる地域



62

■ 道路・交通
〇�湯河原駅前広場は、町の中心となる交通ターミナルであり、町内全域からターミナルへのアクセ

ス確保を目指していくため、路線バスとともに、コミュニティバスを取り入れたバスネットワークの
形成を図ります。

〇�観光来場者の利便性確保も重要であり、温泉場観光拠点へは路線バスとともに、歩行環境の充
実、レンタサイクル、電動キックボードなどの多様な交通手段の導入を進めます。

〇�駅から吉浜海岸などの海沿いの観光エリアへのアクセスが不便であり、吉浜海岸の観光戦略を立
案しつつ、歩行サインの充実や新たな交通手段の導入などを進めます。

〇�温泉場観光拠点付近や湯河原駅周辺地区は駐車場が不足しているため、駐車場の確保や誘導、
さらに、駐車場における乗り換えによる多様な交通手段の導入などが可能となるよう取り組みま
す。

■ 公園・緑地
〇�万葉公園は、観光拠点の中核をなす公園であり、千歳川の自然環境、歴史資源や周辺の宿泊施

設の趣きなどの魅力を高めつつ、集客力のある公園として、パークマネジメント※に取り組みます。

■ 景観
〇�温泉場地区は、湯のまちとしての歴史を感じさせる街並みの保全・修復を促進しながら、建築物

の高さや意匠などの規制・誘導を図り、温泉情緒あふれる街並み空間の形成を図ります。
〇�町道オレンジライン沿道地区は、立地特性を踏まえ、歴史性を重視した温泉場地区や奥湯河原

地区との役割分担に配慮した、街並み景観の形成を図ります。
〇�3.5.3千歳通り線は、橋や沿岸の修景化との調和を図りながら、街路景観の整備に努めます。
〇�藤木川や千歳川沿岸は、親水性や新緑性に配慮したゆとりとうるおいのある景観の形成を図りま

す。
〇�3.6.1湯河原箱根仙石原線及び3.5.2南中通り線沿道部の後背地は、建築物の用途の規制・誘

導を図り、商業・業務・観光施設や住宅が調和する街並みの形成を図ります。

■ 都市施設　
〇�千歳川は、都市化の進展に伴う雨水流出量の増大に対応するため、整備を促進します。
〇�雨水排水施設は、既存施設の維持管理に努めます。
〇�汚水排水施設は、事業認可区域内の整備を推進します。

■ 地域資源
〇�藤木川や千歳川は、下水道整備の推進や自然浄化機能の維持・補強などによる水質の保全・浄

化に努めるとともに、生態系の維持などに配慮しながら、親水空間の創出に努めるなど、うるお
いのある水辺空間の保全・活用を図ります。

〇�明神の楠や城願寺のビシャクシンは、その保全を促進します。

※パークマネジメント：�公園の管理と運営を効率的に行うための手法であり、地域住民や企業と連携して公園の価値を最大化するこ
とを目指す
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〈地域づくりの方針図〉
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３）幕山・星ヶ山周辺山間地域�

〈地域の将来像〉

〈地域づくりの方針〉
■ 拠点と軸、ネットワーク

〇�新崎川や洗頭川沿岸部の親水性に富んだ護岸の整備を促し、湯河原町総合運動公園、幕山公園、
梅の郷、さつきの郷、コキアの郷と市街地を結ぶルートにおける緑豊かな環境の保全に努めます。

■ 土地利用
〇�富士箱根伊豆国立公園、吉浜自然環境保全地域、保安林区域の緑地は、法規制を維持しながら、

優れた自然環境として保全を図ります。
〇�南郷・星ヶ山周辺の緑地は、保全緑地との調和に配慮しながら、自然環境が有する機能を活用し、

町民だけでなく広域圏も対象としたレクリエーション系施設の立地を誘導します。
〇�集落地は、法規制を維持しながら、生活基盤施設や農業基盤施設の整備に努めるとともに、

農地や樹林地などを適正に保全し、緑豊かな環境の中で、ゆとりある居住環境を有した住宅
や地域振興に資する産業施設・レクリエーション施設などが立地する集落環境の維持・育成
を図ります。

〇�計画的な住宅団地開発地は、生活基盤施設の質的向上に努めるとともに、土地の細分化防止や
宅地内緑地の保全などを誘導し、良好な住環境の維持・育成を図ります。

■ 道路・交通
〇�県道75号（湯河原箱根仙石原）（椿ライン）、アネスト岩田ターンパイク箱根は、関係機関との

調整に努め、沿道環境との調和に配慮しながら、拡充整備や質的向上を促進します。
〇�集落地や既存住宅団地周辺は、地区集散道路や主要区画道路の整備を推進するとともに、無秩

序な宅地化を抑制するため、道路の段階構成を踏まえ、区画道路の整備に努めます。

■ 公園・緑地
〇�湯河原町総合運動公園は、町民や来訪者のレクリエーションや余暇ニーズの変化に配慮しながら、

適切な維持管理に努め、積極的な活用を促進します。
〇�星ヶ山さつきの郷や梅の郷は、地区の自然性を活かした個性的で魅力ある緑環境の整備、自然

や眺望を楽しんだりできるようなハイキングコースの確保に努めます。

人と自然がふれあう交流・安息の場として、人と自然がふれあう交流・安息の場として、
ゆとりとうるおいのある環境が育まれる地域ゆとりとうるおいのある環境が育まれる地域
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■ 景観
〇�湯河原町総合運動公園、幕山公園、梅の郷、さつきの郷は、自然的・歴史的環境に配慮しなが

ら環境整備に努めます。
〇�新崎川や洗頭川沿岸、湯河原町総合運動公園などへのアクセス路は、親水性や新緑性に配慮し

たゆとりとうるおいのある景観の形成を図ります。
〇�富士箱根伊豆国立公園や吉浜自然環境保全地域の緑地は、貴重な景観資源でもあることから、

斜面緑地や尾根に広がる森林の保全・維持に努めます。
〇�住宅団地は、土地の細分化防止や宅地内緑化の保全などを誘導し、良好な住宅地景観の保全・

育成を図ります。
〇�集落地は、農地や樹林地などの適正な保全や、それらと調和する建築物の誘導など、緑あふれ

る集落地景観の保全・育成を図ります。

■ 都市施設
〇�新崎川は、都市化の進展に伴う雨水流出量の増大に対応するため、整備を促進するとともに、

砂防指定地である新崎川及び洗頭川上流部の土石流防止などを促進します。
〇�雨水排水施設は、既存施設の維持管理に努めます。
〇�汚水排水施設は、事業認可区域内の整備を推進するとともに、進捗状況に応じて、事業認可区

域の拡大に努めます。

■ 地域資源
〇�新崎川や洗頭川、清水の滝、自艦水は、下水道整備の推進や自然浄化機能の維持・強化などに

よる水質の保全・浄化に努めるとともに、生態系の維持などに配慮しながら、親水空間の創出
に努めるなど、うるおいのある水辺空間の保全・活用を図ります。

〇�小道地蔵寺屋敷跡や土肥椙山厳窟などは、保全を促進するとともに、地域住民や観光客などが
楽しめる魅力ある散策路の整備など、周辺環境の整備に努めます。
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〈地域づくりの方針図〉
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４）吉浜・福浦周辺市街地地域�

〈地域の将来像〉

〈地域づくりの方針〉
■ 拠点と軸、ネットワーク

〇�3.5.1国道135号線沿道地区は、広域的な交通流動特性を十分に活かし、商業施設や娯楽施設
などの集積化を促進しながら、魅力ある商業拠点づくりを推進します。

〇�福浦漁港周辺地区は、海洋への玄関口である立地特性を活かしながら、町の漁業・海業を支え
る活力ある海洋交流拠点づくりを推進します。

〇�相模灘周辺は、吉浜海岸や福浦漁港などとの調和に配慮した散策路などの整備に努め、海辺を
結ぶネットワークづくりを図ります。

〇�吉浜海岸及び周辺地区は、新たな観光拠点としての活性化を図ります。

■ 土地利用
〇�枇杷窪や台の坂、カツラゴ周辺の緑地は、風致地区の指定を維持しながら、優れた自然環境と

して保全を図ります。
〇�相模灘の海辺は、町の代表的な環境資源であることから、保全するとともに、周辺環境の整備

を推進し、さらに魅力ある空間の創出を図ります。
〇�国道135号（真鶴道路並行区間）及び3.4.1中央通り線沿道地区は、交通機能を踏まえ、商業・

観光系施設の集積化を促進するとともに、国道135号（真鶴道路並行区間）沿道地区は、町
の玄関口としてふさわしい沿道景観の形成を図ります。

〇�地区計画区域は、敷地分割や建築物などの高さなどを制限し、住宅市街地としてふさわしい適
正かつ合理的な土地利用を誘導するとともに、既に形成されている良好な居住環境や街並み景
観の維持・育成を図ります。

〇�吉浜・福浦地域は、生活基盤施設の充実に努めるとともに、農地・樹林地などを適正に誘導し、
周辺の緑豊かな環境と調和した市街地の形成を図ります。

〇�新たな観光拠点である吉浜海岸を支える観光関連、商業などの立地を誘導します。

美しい海辺を眼前に、ゆとりある暮らしの場と美しい海辺を眼前に、ゆとりある暮らしの場と
活力ある産業活動の場が共存する地域活力ある産業活動の場が共存する地域
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■ 道路・交通
〇�3.5.1国道135号線～真鶴道路は、関係機関との調整に努め、沿道環境との調和に配慮しながら、

拡充整備や質的向上を促進します。
〇�3.6.1湯河原箱根仙石原線、3.4.1中央通り線とその延伸部（町道幕山公園通り線）は、地域

住民や観光客の安全な歩行空間の形成、温泉場の独特の風情を活かした街並み形成に配慮しな
がら、拡充整備や質的向上を促進・推進します。

〇�基盤未整備地区は、地区集散道路や主要区画道路の整備を推進するとともに、無秩序な宅地化
を抑制するため、道路の段階構成を踏まえ、区画道路の整備に努めます。

〇�駐車場の整備確保に努めます。特に、吉浜海岸付近は不足しており、その確保を計画的に進め
ます。

〇�現状の道路をより安全かつ円滑な利用とするため、適切な維持とともに、交通安全や渋滞対策
など部分改良を行います。

〇�レンタサイクル、カーシェアリング、電動キックボードなどの拠点の移動を円滑にするための多様
な手段としての導入を推進します。

■ 公園・緑地
〇�海浜公園については、商業拠点や海辺の親水性などとの整合を図りつつ、今後の再整備動向な

ども視野に、全体の魅力の向上を図るため、あり方の見直しを行います。

■ 景観
〇�3.5.1国道135号線沿道地区は、建築・開発活動などを適正に誘導し、自動車交通による本町へ

の玄関口としてふさわしい景観の形成を図ります。
〇�3.5.1国道135号線～真鶴道路は、沿道建築物の壁面・屋根の色彩などを規制・誘導し、眺望

の優れた海岸線に沿って走る道路としてふさわしい景観の形成を図ります。
〇�吉浜海岸一帯は、砂浜や磯の環境保全を誘導し、レクリエーションの場や自然と親しむ場として

の美しい海辺景観の維持を図ります。

■ 都市施設
〇�新崎川は、都市化の進展に伴う雨水排出量の増大に対応するため、整備を促進します。
〇雨水排水施設は、既存施設の維持管理に努めます。
〇汚水排水施設は、事業認可区域の整備を促進します。

■ 地域資源
〇�相模灘周辺は、下水道整備の推進や自然浄化機能の維持・補強などによる水質の保全・浄化に

努めるとともに、生態系の維持などに配慮しながら、親水空間の創出に努めるなど、うるおいの
ある水辺空間の保全・活用を図ります。
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〈地域づくりの方針図〉
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１　基本的な考え方
湯河原町は、東京都心部との交通利便性や温泉地といった豊かな観光資源などがあり、多様な

成長ポテンシャル（潜在成長力）に恵まれた都市です。一方、現状は必ずしも、そのポテンシャル
は活かされておらず、結果として、人口減少、産業流出などの厳しい局面を招いています。本計画は、
この厳しい局面における諸課題を乗り越え、ポテンシャルを最大限活かす都市づくりにつなげていく
ことが、その使命です。

本計画の実現については、「将来像に向けた道筋」を描きつつも、「一歩先を見据えた課題解決」
を重視し、進めていくべきと考えます。湯河原を取り巻く厳しい時代こそ、保全型の「守り」の都
市計画行政からポテンシャルを活かすべく積極的な構造変革や町民連携に貢献する「攻め」の都
市計画行政への転換が求められています。

本計画を土台に、これからの課題解決として必要となる取り組みをまとめました。

２　町民などとの協働によるまちづくりの推進

１）都市マスタープランなどの町民への周知�

本計画の策定をきっかけに持続的な湯河原の都市計画やまちづくりへの関心、意識、意欲の向
上につなげます。都市計画は、日々の生活に関わるものであり、都市計画を土台として種々のまち
づくりの実践につながることから、町民の参加や意見が大切です。これからは、本計画だけではなく、
都市計画情報全般を体系的に発信します。

２）町民や事業者などと行政との連携・協働体制の強化�

まちづくりの主体は町民や事業者などであり、まちづくりにあたって活用すべき地域資源の中心と
なるのは人的資源です。本町のまちづくりを計画的に実現していくためには、町民や事業者などの
理解と協力が不可欠となります。

（１）住民主体の維持管理
生活に身近な街区公園などは、地域コミュニティの大切な場です。地域住民が主体となり、日常

の清掃や除草、樹木への水やり、遊具などの公園施設の簡単な点検、公園利用者へのマナー指導
など、さらに、花壇の設置・管理、植
栽の管理といった取り組みの普及が
期待されます。既に多くの自治体では、

「公園愛護会」制度と称して、地域
コミュニティ活動が進められています。
本町でも、高齢者や子育ての場とし
ての利用、さらに、お祭りなどの場と
してより地域らしい活用につなげるた
め、愛護会の普及に向け、検討を進
めます。

第４章 実現化方策
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（２）民間企業のノウハウを活用した運用管理
行政の人材不足は喫緊の課題であり、道路、上下水道、都市公園、温泉などの都市施設の維持

管理にきめ細かさや技術的な面で支障を及ぼすことも懸念されます。特に、施設の老朽化が進む中、
日々の適切な点検などが必要です。そのためには制度面での検証をしつつ、指定管理者など民間
企業の積極的活用なども検討を進めていく必要があります。

また、大規模公園では、すでに指定管理者を導入していますが、維持管理とともに集客拡大や地
域の活性化への貢献につなげる必要があります。特に、指定管理者の活用にあたって、これまでの
行政手法にとらわれず、創意工夫が発揮できるような環境整備が必要です。

３）町民などのまちづくり参加機会の創出�

湯河原にはまちづくりの題材が多くあります。時代の変化により、まちは変わり、まちに求められ
るものも変わります。それらを活かしていくこと、そのためには、まずは地域住民や事業者などの
主体的な議論が大切です。本町としても、地域でのまちづくりに関わる多様な議論の場を支援する
とともに、住民や事業者などと一緒に議論に参画していきます。

４）人材育成�

子どものころからの都市計画やまちづくりの学びは、将来の湯河原のまちづくりを支え、けん引
する人材育成に貢献します。学びの場に、専門家、本町、事業者が参画することにより、その効果
は一層高まります。学校関係者とも協議し、こうした機会の創出を推進します。

３　まちづくりの実現に向けた制度などの活用

１）都市計画制度の活用によるまちづくりの推進�

（１）用途地域などの規定の見直しの検討
湯河原町は、用途地域が細分化されておらず、基本的には高い容積率のもと複合利用となってい

ます。その上で、景観計画により、高さや色彩などを指定しています。一方で、これらの指定から
長い年月が経過しており、現状の需要や適正化と合致していないこともあります。現状を踏まえつつ、
適切な土地利用誘導が可能となるよう用途地域の細分化の指定、高さ制限の見直しなどの検討が
必要です。

（２）未指定地区の取り扱いの検討
湯河原町は、市街化区域・市街化調整区域の指定がされていません。用途地域の指定がないエ

リア（未指定地区）は、主に風致地区が指定されています。また、未指定地区の中で、現状山林
地などの地区は、自然公園の指定がされており、緑地保全がされていますが、その他は、特に保全
に関わる指定がされていません。風致地区の指定だけでは保全・誘導は困難であり、現状の土地
利用を踏まえ、適正な保全・誘導につなげる必要があります。
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（３）地区計画制度の適用によるきめ細かな誘導
今後、一定規模の開発などが計画される場合、上述の用途地域と景観計画では「規制と緩和を

織り交ぜたバランスある誘導」は難しいことも想定されます。その場合、地区計画などを適用する
ことが有効です。地区計画策定では、まず、周辺環境への配慮や都市の安全確保を前提としつつ、
開発目的に資することを検討します。

２）各種補助事業などの活用�

都市計画法に基づく補助事業をはじめとする国や県の各種補助制度を積極的に活用し、老朽化
した道路や公園などの都市施設の整備・改修、中心市街地や観光拠点周辺における面的な市街地
整備を計画的に進めます。これにより、安全で快適な都市環境の形成や防災・減災機能の向上、
回遊性の確保による観光地としての魅力向上を図ります。

また、事業の優先度や実現性を考慮しながら、官民連携や段階的整備などの手法を検討し、持
続可能な都市基盤の整備を推進します。

３）整備コスト縮減と適正な管理手法の導入�

限られた財源の中でも必要な都市基盤整備を継続的に実施できる体制を構築するため、事業の
計画や設計段階における内容の見直し、新技術の活用、ライフサイクルコスト※の低減、工事情報
の電子化の推進などにより、公共工事コストの縮減を図ります。

また、道路や公園、下水道などの都市施設の管理にあたっては、施設の老朽化といった本町の
状況を踏まえ、計画的な長寿命化を図るとともに、安全で快適に利用できる環境を確保します。

４　都市マスタープランの実現に向けて

１）国・県・隣接市町との連携強化�

まちづくりを実行・実現していくためには、本町が主体性を発揮することが重要である一方、各種
制度の創設や事業の執行にあたっては財政的な制約があります。そのため、総合的なまちづくりを
推進するためには、国や県、隣接する市町との連携・協力が不可欠であり、広域的な視点に立った
取り組みを進めていきます。

具体的には、都市計画に関する制度活用や補助事業の導入、防災・減災対策、広域交通ネッ
トワークの形成、観光振興や環境保全などの分野において、国・県の支援や隣接市町との役割
分担・連携を図り、各種援助や協力を要請していきます。

２）多様な政策との連携による相乗効果�

（１）観光の活性化
湯河原町は、温泉場地区だけではなく、奥湯河原、吉浜海岸、海沿い商業施設など、観光ポテンシャ

ルの高い地区があります。こうした地区で今後、多様な手法による開発が想定され、それらの町全
体としての効果を高めるには、都市計画は大切な役割を果たします。具体的には、土地利用計画
や既存インフラとの整合、規制緩和や誘導などの検討が必要になり、本町としても、本計画を基本
とした対応をします。

※ライフサイクルコスト：取得から廃棄までの全期間にわたって発生する総コストのこと
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（２）空き家対策の推進
湯河原町は、急速な少子高齢化の進展により、空き家件数が増加しており、良好な都市環境づく

りに影響を及ぼしています。空き家対策としては、まずは、地権者の方の対応が第一ですが、次に、
円滑な市場化が課題です。その際、例えば未指定地区では、建替えが困難であるなど都市計画制
度が制約になる場合も想定されます。国などでも、空き家対策として都市計画制度の活用の検討
も進んでおり、本町としても市場化への貢献につながる場合は、都市計画制度の活用について積
極的に検討します。

（３）福祉の充実
福祉の視点では、本町においては高齢者が暮らしやすい、子育てしやすい都市環境整備は重要

な課題です。都市公園は地域の貴重なオープンスペースであり、高齢者の活動や子どもの遊び場
として大切な役割を果たします。また、健康づくりでは、歩くことが楽しいまち湯河原として、市街
地での歩道整備とともに山林部でのウォーキングルートなども大切です。今後の都市公園などの都
市施設の再整備や維持において、福祉の面からの対応が必要になります。

３）ＤＸの進展を踏まえた対応�

近年のデジタル技術の飛躍的な進歩により、大量の情報を効率的に保存・処理し、様々な分野
へ活用することが可能となっています。都市計画に関する膨大な情報についても、デジタル技術を
活用して一元的に整理・管理し、分かりやすく提供することに努めます。

具体的には、地理情報システム（ＧＩＳ）などを活用した都市計画情報の可視化や、町ホームペー
ジなどを通じた情報の公開を進めることで、町民の理解促進や合意形成の円滑化を図ります。これ
により、計画内容の共有や町民参加を促進するとともに、実効性の高いまちづくりを推進します。

５　本計画策定後に描く展望

１）新たな都市再生の共通認識�

都市計画マスタープランの各編では、十分に踏み込んでいない湯河原の都市再生のあり方につ
いて、展望します。

湯河原町は、東海道本線、国道など恵まれた交通条件、市街地は高低差が少ない平地、温泉地
や海、山などの観光資源などの「強み」があるが、一方で人口減少が急速に進み、仕事やまちな
かの魅力の向上や、若い世代の定住の促進などが求められております。また、生活サービスの維持
も一層困難な局面に差し掛かっています。このように恵まれた「強み」と深刻な課題の間にあるギャッ
プを踏まえ、持続可能なまちにするためには、強みを活かした「稼ぐ力」を創出しつつ、「コンパクト・
プラス・ネットワーク※」の都市構造をつくりあげていくことを共通認識とします。

※コンパクト・プラス・ネットワーク：�住宅や商業施設、医療・福祉施設などの生活サービス施設がまとまって立地し、住民が公共交通
や徒歩などにより、これらの施設に容易にアクセスできるまちづくりの考え方
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※コンパクトシティ：�住居や商業施設、公共サービスといった都市機能を特定のエリアに集約し、生活しやすいように効率化された都市、
またはその都市づくりの政策

※立地適正化計画：都市の機能や居住地を計画的に集約・誘導し、持続可能で暮らしやすいまちづくりを目指す制度

２）湯河原町のコンパクト・プラス・ネットワークの考え方�

コンパクト・プラス・ネットワークは、国がこれからの都市再生のモデルとして提案してい
るものです。本町に置き換えると、湯河原町域としてのコンパクト化、また、小田原など県西部や
熱海など静岡東部地域との連携（ネットワーク化）を図り、持続的な町として存立するという将来
像です。国の提案モデルは、長期的視点での湯河原にとって意義ある姿と考え、今後、国や関係
自治体とも協議し、検討します。

３）湯河原町のコンパクトな都市像�

都市の活力や投資効果などは、人口や企業の集積量ではなく、「密度」で捉えるべきと言われて
います。本計画の本編でも記載しましたが、東西方向に延びる本町の市街地の都市構造において、
湯河原駅周辺エリアに住宅や企業などの集積を集中させることが効率性を高めます。

そのためには、湯河原駅周辺地区及び駅下地区～国道135号までの主に商業地域の指定を受け
ている土地区画整理事業区域が有効です。この区域をコンパクトシティ※実現の戦略的区域と位置
づけ、検討します。また、これらは国が全国の市町村で周知し、取り組みを進めている立地適正化
計画※の中で検討します。
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資料編

１．都市マスタープラン策定の経緯�

時　　期 会議名等 内　　容

令和７年
１月 16 日～

２月 28 日
町民アンケート調査

◦標本数：2,000 票
◦回収数：　652 票
◦回収率：32.6％

７月９日～
８月４日 関係各課への調査 ◦都市マスタープラン（素案）について

８月 25 日 都市計画審議会 ◦都市マスタープラン（素案）について

９月 19 日 議会常任委員会 ◦都市マスタープラン（素案）について

10 月８日～
11 月７日 関係各課への調査 ◦都市マスタープラン（素案）について

11 月６日～
12 月８日 パブリックコメント

◦都市マスタープラン（素案）について
　○提出者数：３名
　○意 見 数：12 件

11 月 11 日
11 月 17 日 住民説明会

◦都市マスタープラン（素案）について
　○出席者数：12 名（延べ人数）
　○意 見 数：25 件

令和８年
２月 26 日 議会常任委員会 ◦都市マスタープランについて

３月 18 日 都市計画審議会 ◦都市マスタープランについて
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２．都市計画審議会委員名簿�

氏　名 役　職 摘　要

1 村 瀬　 公 大 湯河原町議会議長

2 善 本　 真 人 湯河原町議会副議長

3 露 木　 洋 一 湯河原町農業委員会長

4 杉 山　　 修 湯河原町商工会長

5 石 田　 浩 二 一般社団法人湯河原温泉観光協会長

6 梶 田　 佳 孝 東海大学建築都市学部教授 会長

7 宮 本　　 晋 神奈川県県西地域県政総合センター所長

8 宇 角　 隆 司 神奈川県県西土木事務所
� 小田原土木センター所長

9 岩 本　 知 三 湯河原町区長連絡協議会代表 会長職務代理者

10 吉 田　 尚 明 湯河原町固定資産評価審査委員会委員長

11 藤 原 　 隆 神奈川県小田原警察署地域担当次長

12 髙 杉　 尚 男 神奈川県宅地建物取引業協会
� 小田原支部相談役

（敬称略）
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３．湯河原町都市計画審議会条例　�

昭和45年３月31日 
条例第10号

　（趣旨）
第１条　この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第77条の２第３項の規定に基づき、湯河原町都市計画

審議会（以下「審議会」という。）の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
　（設置）
第２条　都市計画行政の円滑な運営をはかるため審議会を設置する。
　（所掌事務）
第３条　審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
　(1)　本町が定める都市計画に関すること。
　(2)　都市計画について本町が提出する意見に関すること
　(3)　その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
　（組織）
第４条　審議会は、委員15人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
　(1)　町議会議員
　(2)　学識経験者
　(3)　その他町長が必要と認める者 
３　前項第２号及び第３号につき任命される委員の任期は２年とする。
４　委員は再任されることができる。 
　（臨時委員）
第５条　審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
２　臨時委員は、町長が任命又は委嘱する。
３　臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
　（会長）
第６条　審議会に会長を置き委員の互選により定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
　（議事）
第７条　審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。
２　審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決

するところによる。
　（幹事）
第８条　審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
２　幹事は、町職員のうちから町長が任命する。 
３　幹事は、会長の命を受け会務を処理する。 
　（委任）
第９条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は規則で定める。
　　　附　則
１　この条例は、公布の日から施行する。 
２　湯河原町都市計画調査会条例（昭和40年湯河原町条例第11号）は、廃止する。 
３　報酬及び費用弁償に関する条例（昭和36年湯河原町条例第10号）の一部を次のように改正する。
　　第１条中「湯河原町都市計画調査会委員」を「湯河原町都市計画審議会委員」に改める。
　　別表中「都市計画調査会委員」を「都市計画審議会委員」に改める。
　　　附　則（平成11年12月20日条例第26号抄）
　（施行期日）
１　この条例は、平成12年４月１日から施行する。(後略)
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